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(26) 最終処分場の設置又は変更の事業に係る参考項目

環境要素の区分 環境の自然的構成要素の良好な状態の保持を旨として調査、予測及び評価されるべき環境要素 生物の多様性の確保及び自然環境の体系 人と自然との豊かな触れ 環境への負荷の量の程度によ

的保全を旨として調査、予測及び評価さ 合いの確保を旨として調 り予測及び評価されるべき環

れるべき環境要素 査、予測及び評価される 境要素

べき環境要素

大気環境 水環境 土壌に係る環 動物 植物 生態系 景観 人と自然と 廃棄物等 温室効果ガス

境その他の環 の触れ合い 等

境 の活動の場

大気質 騒音 振動 悪臭 水質 地下水 地形及び地質

窒素酸化物 硫黄酸化物 粉じん等 騒音 振動 悪臭 水の濁り 水の汚れ 有害物質等 地下水の流 重要な地形及 重要な種及 重要な種及 地域を特徴 主要な眺望 主要な人と 建設工事に メタ 二酸

れ び地質 び注目すべ び群落 づける生態 点及び景観 自然との触 伴う副産物 ン 化炭

影響要因の区分 き生息地 系 資源並びに れ合いの活 素

主要な眺望 動の場

工事の実施 建設機械の 陸上埋立て
○ ○ ○ ○ ○

稼働

建設機械及 水面埋立て
○ ○ ○ ○ ○

び作業船の

稼働

資材、機械及び建設工事

に伴う副産物の運搬に用 ○ ○ ○ ○ ○

いる車両の運行

造成等の施 陸上埋立て ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工

護岸等の施 水面埋立て ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

工

土地又は工 最終処分場 陸上埋立て ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

作 の存在 水面埋立て
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

供用

埋立て・覆 陸上埋立て
○ ○ ○ ○

土用機械の

稼働 水面埋立て
○ ○ ○

浸出液処理 陸上埋立て ○ ○

施用機械の 水面埋立て ○

稼働

廃棄物及び覆土材の運搬
○ ○ ○ ○ ○

に用いる車両の運行

廃棄物及び 水面埋立て

覆土材の運
○ ○ ○ ○

搬に用いる

船舶の運航

廃棄物の存在・分解 ○ ○

浸出液処理水の排出 ○ ○ ○

備考

１ ○印は、各欄に掲げる環境要素が、影響要因の区分の項に掲げる各要因により影響を受けるおそれがあるものであることを示す。

２ この表における「影響要因の区分」は、次に掲げる最終処分場事業における一般的な事業の内容を踏まえ区分したものである。

⑴ 最終処分場の種類 一般廃棄物の最終処分場又は産業廃棄物の管理型最終処分場とすること。

⑵ 立地の形式 陸上埋立て又は水面埋立てとすること。

⑶ 工事に関する内容

ア 陸上埋立てにおいては、準備工事として造成区域の整地を行い、埋立地の造成は切土工を主体として行うこと並びに主要施設及び附帯設備の設置工事に伴い、資材等の搬出入、建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由して行うこと。

イ 水面埋立てにおいては、作業船を使用し、地盤改良、水中での杭打ち及び水面への土石の投入を行い、護岸築造を行うこと並びに主要施設及び附帯設備の設置工事に伴い、資材等の搬出入、建設工事に伴う副産物の搬出等を道路を経由し、又は船舶を利用して行うこと。

⑷ 工作物及び供用開始後に行われる事業活動の内容

ア 工作物として、擁壁その他の貯留構造物、地下水集排水設備、遮水工、雨水集排水設備、保有水等集排水設備、浸出液処理設備、通気装置その他の主要施設及び搬入管理設備、モニタリング設備、管理棟、管理道路、搬入道路、ごみ飛散防止設備、防災設備その他の附帯設備を有すること。

イ 埋立てを行う廃棄物は、分解性有機物(プラスチックを除く。)を含むこと。

ウ 陸上埋立てにおいては、埋立てを行う廃棄物を道路を経由して搬入し、埋立供用時は即日覆土を行うこと。

エ 水面埋立てにおいては、埋立てを行う廃棄物を道路を経由して、又は船舶を用いて搬入し、埋立供用時は一定水位を超えた時点から即日覆土を行うこと。

３ この表において「存在及び供用」とは、それぞれ最終処分場の存在並びに廃棄物の埋立ての用に供すること及び最終処分場の維持管理に関することをいう。

４ この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

５ この表において「有害物質等」とは、人の健康の保護に関する観点から環境基準が定められている物質をいう。

６ この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをいう。

７ この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要である生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目すべき生息地をいう。

８ この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望する場所をいう。

９ この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

10 この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をいう。
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(25) 最終処分場の設置又は変更の事業に係る参考手法

参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分 調査の手法 予測の手法
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窒素酸化物 建設機械の稼働(陸 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
上埋立て) ⑴ 二酸化窒素の濃度の状況 大気の拡散式に基づく理論計算

建設機械及び作業 ⑵ 気象の状況 ２ 予測地域
船の稼働(水面埋立 ２ 調査の基本的な手法 調査地域のうち、窒素酸化物の

て) 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号⑴については、二 拡散の特性を踏まえて窒素酸化物
資材、機械及び建 酸化窒素に係る環境基準に定める二酸化窒素の測定の方法を、前号⑵ に係る環境影響を受けるおそれが

設工事に伴う副産 については、気象業務法施行規則第１条の２又は第１条の３に基づく ある地域
物の運搬に用いる 技術上の基準による測定の方法を用いられたものとする。)の収集並 ３ 予測地点

車両の運行 びに当該情報の整理及び解析 窒素酸化物の拡散の特性を踏ま
廃棄物及び覆土材 ３ 調査地域 えて予測地域における窒素酸化物

の運搬に用いる車 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて窒素酸化物に係る環境影響を に係る環境影響を的確に把握でき
両の運行 受けるおそれがある地域 る地点

廃棄物及び覆土材 ４ 調査地点 ４ 予測対象時期等
の運搬に用いる船 窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物 窒素酸化物に係る環境影響が最

舶の運航(水面埋立 に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ 大になる時期及び事業活動が定常
て) 効果的に把握できる地点 状態になる時期

５ 調査期間等
窒素酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における窒素酸化物

に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ
効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

硫黄酸化物 建設機械及び作業 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
船の稼働(水面埋立 ⑴ 二酸化硫黄の濃度の状況 大気の拡散式に基づく理論計算

て) ⑵ 気象の状況 ２ 予測地域

廃棄物及び覆土材 ２ 調査の基本的な手法 調査地域のうち、硫黄酸化物の
の運搬に用いる船 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号⑴については、大 拡散の特性を踏まえて硫黄酸化物

舶の運航(水面埋立 気の汚染に係る環境基準に定める二酸化硫黄の測定の方法を、前号⑵ に係る環境影響を受けるおそれが
て) については、気象業務法施行規則第１条の２又は第１条の３に基づく ある地域

技術上の基準による測定の方法を用いられたものとする。)の収集並 ３ 予測地点
びに当該情報の整理及び解析 硫黄酸化物の拡散の特性を踏ま

３ 調査地域 えて予測地域における硫黄酸化物
硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて硫黄酸化物に係る環境影響を に係る環境影響を的確に把握でき

受けるおそれがある地域 る地点
４ 調査地点 ４ 予測対象時期等

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における硫黄酸化物 硫黄酸化物に係る環境影響が最
に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ 大になる時期及び事業活動が定常

効果的に把握できる地点 状態になる時期
５ 調査期間等

硫黄酸化物の拡散の特性を踏まえて調査地域における硫黄酸化物
に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ

効果的に把握できる期間及び時期
粉じん等 建設機械の稼働(陸 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法

上埋立て) ⑴ 粉じん等の状況 事例の引用又は解析
建設機械及び作業 ⑵ 気象の状況 ２ 予測地域

船の稼働(水面埋立 ２ 調査の基本的な手法 調査地域のうち、粉じん等の拡
て) 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報 散の特性を踏まえて粉じん等に係

資材、機械及び建 の整理及び解析 る環境影響を受けるおそれがある
設工事に伴う副産 ３ 調査地域 地域

物の運搬に用いる 粉じん等の拡散の特性を踏まえて粉じん等に係る環境影響を受け ３ 予測地点

車両の運行 るおそれがある地域 粉じん等の拡散の特性を踏まえ
埋立て・覆土用機 ４ 調査地点 て予測地域における粉じん等に係

械の稼働(陸上埋立 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係 る環境影響を的確に把握できる地
て) る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果 点

埋立て・覆土用機 的に把握できる地点 ４ 予測対象時期等
械の稼働(水面埋立 ５ 調査期間等 粉じん等に係る環境影響が最大

て) 粉じん等の拡散の特性を踏まえて調査地域における粉じん等に係 になる時期
廃棄物及び覆土材 る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果

の運搬に用いる車 的に把握できる期間、時期及び時間帯
両の運行

廃棄物及び覆土材
の運搬に用いる船

舶の運航(水面埋立
て)

騒音 建設機械の稼働(陸 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
上埋立て) ⑴ 騒音の状況 音の伝搬理論に基づく予測式に

建設機械及び作業 ⑵ 地表面の状況 よる計算
船の稼働(水面埋立 ２ 調査の基本的な手法 ２ 予測地域

て) 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号⑴については、騒 調査地域のうち、音の伝搬の特
埋立て・覆土用機 音規制法第15条第１項の規定により定められた特定建設作業に伴って 性を踏まえて騒音に係る環境影響

械の稼働(陸上埋立 発生する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法を用い を受けるおそれがある地域
て) られたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 ３ 予測地点

埋立て・覆土用機 ３ 調査地域 音の伝搬の特性を踏まえて予測
械の稼働(水面埋立 音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれが 地域における騒音に係る環境影響

て) ある地域 を的確に把握できる地点

４ 調査地点 ４ 予測対象時期等
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響 騒音に係る環境影響が最大にな

を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握で る時期及び事業活動が定常状
き
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参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分 調査の手法 予測の手法
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る地点 態になる時期
５ 調査期間等

騒音の発生の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影
響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握

できる期間、時期及び時間帯
浸出液処理設備の １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法

稼働(陸上埋立て) ⑴ 騒音の状況 音の伝搬理論に基づく予測式に
浸出液処理設備の ⑵ 地表面の状況 よる計算

稼働(水面埋立て) ２ 調査の基本的な手法 ２ 予測地域
文献その他の資料及び現地調査による情報(前号⑴については、騒 調査地域のうち、音の伝搬の特

音規制法第4条第1項の規定により定められた特定工場等において発生 性を踏まえて騒音に係る環境影響
する騒音の規制に関する基準に規定する騒音の測定の方法を用いられ を受けるおそれがある地域

たものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 ３ 予測地点
３ 調査地域 音の伝搬の特性を踏まえて予測

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれが 地域における騒音に係る環境影響
ある地域 を的確に把握できる地点

４ 調査地点 ４ 予測対象時期等
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響 事業活動が定常状態になる時期

を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握で
きる地点

５ 調査期間等
騒音の発生の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影

響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握

できる期間、時期及び時間帯
資材、機械及び建 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法

設工事に伴う副産 ⑴ 道路交通騒音の状況 音の伝搬理論に基づく予測式に
物の運搬に用いる ⑵ 道路の沿道の状況 よる計算

車両の運行 ⑶ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 ２ 予測地域
廃棄物及び覆土材 ２ 調査の基本的な手法 調査地域のうち、音の伝搬の特

の運搬に用いる車 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号⑴については、騒 性を踏まえて騒音に係る環境影響
両の運行 音に係る環境基準に規定する騒音の測定の方法を用いられたものとす を受けるおそれがある地域

る。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 ３ 予測地点
３ 調査地域 音の伝搬の特性を踏まえて予測

音の伝搬の特性を踏まえて騒音に係る環境影響を受けるおそれが 地域における騒音に係る環境影響
ある地域 を的確に把握できる地点

４ 調査地点 ４ 予測対象時期等
音の伝搬の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影響 騒音に係る環境影響が最大にな

を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握で る時期及び事業活動が定常状態に
きる地点 なる時期

５ 調査期間等
騒音の発生の特性を踏まえて調査地域における騒音に係る環境影

響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握
できる期間、時期及び時間帯

振動 建設機械の稼働(陸 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
上埋立て) 地盤の状況 事例の引用又は解析

埋立て・覆土用機 ２ 調査の基本的な手法 ２ 予測地域
械の稼働(陸上埋立 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報 調査地域のうち、振動の伝搬の

て) の整理及び解析 特性を踏まえて振動に係る環境影

浸出液処理設備の ３ 調査区域 響を受けるおそれがある地域
稼働(陸上埋立て) 振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれ ３ 予測地点

があると認められる地域 振動の伝搬の特性を踏まえて予
４ 調査地点 測地域における振動に係る環境影

振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影 響を的確に把握できる地点
響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握 ４ 予測対象時期等

できる地点 振動に係る環境影響が最大にな
５ 調査期間等 る時期及び事業活動が定常状態に

振動の発生の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影 なる時期
響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握

できる期間及び時期
資材、機械及び建 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法

設工事に伴う副産 ⑴ 道路交通振動の状況 振動レベルの80パーセントレン
物の運搬に用いる ⑵ 地盤の状況 ジの上端値を予測するための式を

車両の運行 ⑶ 道路構造及び当該道路における交通量に係る状況 用いた計算
廃棄物及び覆土材 ２ 調査の基本的な手法 ２ 予測地域

の運搬に用いる車 文献その他の資料及び現地調査による情報(前号⑴については、振 調査地域のうち、振動の伝搬の
両の運行 動規制法施行規則別表第２備考４及び７に規定する振動の測定の方法 特性を踏まえて振動に係る環境影

を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 響を受けるおそれがある地域
３ 調査地域 ３ 予測地点

振動の伝搬の特性を踏まえて振動に係る環境影響を受けるおそれ 振動の伝搬の特性を踏まえて予
がある地域 測地域における振動に係る環境影

４ 調査地点 響を的確に把握できる地点
振動の伝搬の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影 ４ 予測対象時期等

響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握 振動に係る環境影響が最大にな

できる地点 る時期及び事業活動が定常状態に
５ 調査期間等 なる時期

振動の発生の特性を踏まえて調査地域における振動に係る環境影
響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握

できる期間、時期及び時間帯
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参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分 調査の手法 予測の手法
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悪臭 廃棄物の存在・分 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
解 ⑴ 悪臭の状況 事例の引用又は解析

⑵ 気象の状況 ２ 予測地域
２ 調査の基本的な手法 調査地域のうち、悪臭の拡散の

文献その他の資料及び現地調査による情報(臭気指数については、 特性を踏まえて悪臭に係る環境影
悪臭防止法施行規則第１条の規定により環境大臣が定める方法を、特 響を受けるおそれがあると認めら

定悪臭物質濃度については、同法施行規則第５条に規定する特定悪臭 れる地域
物質の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情報 ３ 予測地点

の整理及び解析 悪臭の拡散の特性を踏まえて予
３ 調査地域 測地域における悪臭に係る環境影

悪臭の拡散の特性を踏まえて悪臭に係る環境影響を受けるおそれ 響を的確に把握できる地点
があると認められる地域 ４ 予測対象時期等

４ 調査地点 悪臭に係る環境影響が最大にな
悪臭の拡散の特性を踏まえて調査地域における悪臭に係る環境影 る時期及び事業活動が定常状態に

響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握 なる時期
できる地点

５ 調査期間等
悪臭の拡散の特性を踏まえて調査地域における悪臭に係る環境影

響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握
できる期間及び時期

水の濁り 造成等の施工(陸上 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
埋立て) ⑴ 濁度又は浮遊物質量の状況(河川にあっては、その調査時におけ 浮遊物質の物質の収支に関する

護岸等の施工(水面 る流量の状況を含む。) 計算又は事例の引用若しくは解析

埋立て) ⑵ 流れの状況 ２ 予測地域
浸出液処理水の排 ⑶ 土質の状況 調査地域のうち、水域の特性及

出 ２ 調査の基本的な手法 び水の濁りの変化の特性を踏まえ
文献その他の資料及び現地調査による情報(浮遊物質量の状況につ て土砂による水の濁りに係る環境

いては、水質汚濁に係る環境基準に定める浮遊物質量の測定の方法を 影響を受けるおそれがある地域
用いられたものとする。)の収集並びに当該情報の整理及び解析 ３ 予測地点

３ 調査地域 水域の特性及び水の濁りの変化
水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて水の濁りに係る の特性を踏まえて予測地域におけ

環境影響を受けるおそれがある地域 る水の濁りに係る環境影響を的確
４ 調査地点 に把握できる地点

水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域におけ ４ 予測対象時期等
る水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報 浮遊物質量に係る環境影響が最

を適切かつ効果的に把握できる地点 大になる時期及び事業活動が定常
５ 調査期間等 状態になる時期

水域の特性及び水の濁りの変化の特性を踏まえて調査地域におけ
る水の濁りに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報

を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
水の汚れ 最終処分場の存在 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法

(水面埋立て) ⑴ 化学的酸素要求量、全窒素及び全燐りんの状況 化学的酸素要求量、全窒素及び
⑵ 流れの状況 全燐りんの物質の収支に関する計

２ 調査の基本的な手法 算又は事例の引用若しくは解析
文献その他の資料及び現地調査による情報(前号⑴の状況について ２ 予測地域

は、水質汚濁に係る環境基準に定める化学的酸素要求量、全窒素及び 調査地域のうち、水域の特性及
全燐りんの測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該 び水の汚れの変化の特性を踏まえ

情報の整理及び解析 て水の汚れに係る環境影響を受け

３ 調査地域 るおそれがある地域
水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る ３ 予測地点

環境影響を受けるおそれがある地域 水域の特性及び水の汚れの変化
４ 調査地点 の特性を踏まえて予測地域におけ

水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域におけ る水の汚れに係る環境影響を的確
る水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報 に把握できる地点

を適切かつ効果的に把握できる地点 ４ 予測対象時期等
５ 調査の期間並びに時期及び時間帯 事業活動が定常状態になる時期

水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域におけ 及び水の汚れに係る環境影響が最
る水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報 大になる時期

を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期
浸出液処理水の排 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法

出 ⑴ 河川にあっては生物化学的酸素要求量の状況(当該調査時におけ 生物化学的酸素要求量、化学的
る流量の状況を含む。)、海域又は湖沼にあっては化学的酸素要求 酸素要求量、全窒素又は全燐りん

量、全窒素及び全燐りんの状況 の物質の収支に関する計算又は事
⑵ 流れの状況 例の引用若しくは解析

２ 調査の基本的な手法 ２ 予測地域
文献その他の資料及び現地調査による情報(前号⑴については、水 調査地域のうち、水域の特性及

質汚濁に係る環境基準に定める生物化学的酸素要求量、化学的酸素要 び水の汚れの変化の特性を踏まえ
求量、全窒素及び全燐りんの測定の方法を用いられたものとする。) て水の汚れに係る環境影響を受け

の収集並びに当該情報の整理及び解析 るおそれがある地域
３ 調査地域 ３ 予測地点

水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて水の汚れに係る 水域の特性及び水の汚れの変化
環境影響を受けるおそれがある地域 の特性を踏まえて予測地域におけ

４ 調査地点 る水の汚れに係る環境影響を的確

水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域におけ に把握できる地点
る水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報 ４ 予測対象時期等

を適切かつ効果的に把握できる地点 事業活動が定常状態になる時期
５ 調査の期間並びに時期及び時間帯 及び水の汚れに係る環境影響が最

水域の特性及び水の汚れの変化の特性を踏まえて調査地域におけ 大になる時期
る
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参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分 調査の手法 予測の手法
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水の汚れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を
適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

有害物質等 浸出液処理水の排 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
出 ⑴ 有害物質等の状況 有害物質等の物質の収支に関す

⑵ 流れの状況 る計算又は事例の引用若しくは解
２ 調査の基本的な手法 析

文献その他の資料及び現地調査による情報(前号⑴については、水 ２ 予測地域
質汚濁に係る環境基準に定める人の健康の保護に関する項目の測定の 調査地域のうち、水域の特性及

方法並びにダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底 び有害物質等の変化の特性を踏ま
質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準に定めるダイオキ えて有害物質等に係る環境影響を

シン類の測定の方法を用いられたものとする。)の収集並びに当該情 受けるおそれがある地域
報の整理及び解析 ３ 予測地点

３ 調査地域 水域の特性及び有害物質等の変
水域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて有害物質等に 化の特性を踏まえて予測地域にお

係る環境影響を受けるおそれがある地域 ける有害物質等に係る環境影響を
４ 調査地点 的確に把握できる地点

水域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて調査地域にお ４ 予測対象時期等
ける有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な 事業活動が定常状態になる時期

情報を適切かつ効果的に把握できる地点 及び有害物質等に係る環境影響が
５ 調査期間等 最大になる時期

水域の特性及び有害物質等の変化の特性を踏まえて調査地域にお
ける有害物質等に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な

情報を適切かつ効果的に把握できる期間及び時期

地下水の流れ 造成等の施工(陸上 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
埋立て) ⑴ 地下水の状況 事例の引用又は解析

最終処分場の存在 ⑵ 地下水の利用状況 ２ 予測地域
(陸上埋立て) ⑶ 地形及び地質の状況 調査地域のうち、水象の特性及

２ 調査の基本的な手法 び地下水の利用状況を踏まえて地
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報 下水の流れに係る環境影響を受け

の整理及び解析 るおそれがある地域
３ 調査地域 ３ 予測地点

水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて地下水の流れに係る 水象の特性及び地下水の利用状
環境影響を受けるおそれがある地域 況を踏まえて調査地域における地

４ 調査地点 下水の流れに係る環境影響を的確
水象の特性及び地下水の利用状況を踏まえて調査地域における地 に把握できる地点

下水の流れに係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報 ４ 予測対象時期等
を適切かつ効果的に把握できる地点 工事による地下水の流れに係る

５ 調査期間等 環境影響が最大になる時期及び事
水象の特性を踏まえて調査地域における地下水の流れに係る環境 業活動が定常状態になる時期

影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把
握できる期間及び時期

重要な地形及び 造成等の施工(陸上 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
地質 埋立て) ⑴ 地形及び地質の概況 重要な地形及び地質について、

護岸等の施工(水面 ⑵ 重要な地形及び地質の分布、状態及び特性 分布、成立環境の改変の程度を踏
埋立て) ２ 調査の基本的な手法 まえた事例の引用又は解析

最終処分場の存在 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報 ２ 予測地域
(陸上埋立て) の整理及び解析 調査区域のうち、地形及び地質

最終処分場の存在 ３ 調査地域 の特性を踏まえて重要な地形及び

(水面埋立て) 対象事業実施区域及びその周辺の地域 地質に係る環境影響を受けるおそ
４ 調査地点 れがある地域

地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び ３ 予測対象時期等
地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切 地形及び地質の特性を踏まえて

かつ効果的に把握できる地点 重要な地形及び地質に係る環境影
５ 調査期間等 響を的確に把握できる時期

地形及び地質の特性を踏まえて調査地域における重要な地形及び
地質に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を適切

かつ効果的に把握できる時期
重要な種及び注 造成等の施工(陸上 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法

目すべき生息地 埋立て) ⑴ 脊椎せきつい動物、昆虫類その他主な陸生動物及び主な水生動物 動物の重要な種及び注目すべき
護岸等の施工(水面 に係る動物相の状況 生息地について、分布又は生息環

埋立て) ⑵ 動物の重要な種の分布、生息の状況及び生息環境の状況 境の改変の程度を踏まえた事例の
最終処分場の存在 ⑶ 注目すべき生息地の分布並びに当該生息地が注目される理由であ 引用又は解析

(陸上埋立て) る動物の種の生息の状況及び生息環境の状況 ２ 予測地域
最終処分場の存在 ２ 調査の基本的な手法 調査地域のうち、動物の生息の

(水面埋立て) 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報 特性を踏まえて重要な種及び注目
の整理及び解析 すべき生息地に係る環境影響を受

３ 調査地域 けるおそれがある地域
対象事業実施区域及びその周辺の地域 ３ 予測対象時期等

４ 調査地点 動物の生息の特性を踏まえて重
動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目 要な種及び注目すべき生息地に係

すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情 る環境影響を的確に把握できる時
報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 期及び時間帯

５ 調査期間等

動物の生息の特性を踏まえて調査地域における重要な種及び注目
すべき生息地に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情

報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯
重要な種及び群 造成等の施工(陸上 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法

落 埋立て) ⑴ 河川又は湖沼にあっては、種子植物その他主な植物に関する植物 植物の重要な種及び群落の分
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参考項目 参考手法
環境要素の区分 影響要因の区分 調査の手法 予測の手法
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護岸等の施工(水面 相及び植生の状況、海域にあっては、海藻類その他主な植物に関する 布又は生育環境の改変の程度を踏ま
埋立て) 植物相及び植生の状況 えた事例の引用又は解析

最終処分場の存在 ⑵ 植物の重要な種及び群落の分布、生育の状況及び生育環境の状況 ２ 予測地域
(陸上埋立て) ２ 調査の基本的な手法 調査地域のうち、植物の生育及

最終処分場の存在 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報 び植生の特性を踏まえて重要な種
(水面埋立て) の整理及び解析 及び群落に係る環境影響を受ける

３ 調査地域 おそれがある地域
対象事業実施区域及びその周辺の地域 ３ 予測対象時期等

４ 調査地点 植物の生育及び植生の特性を踏
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種 まえて重要な種及び群落に係る環

及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を 境影響を的確に把握できる時期
適切かつ効果的に把握できる地点又は経路

５ 調査期間等
植物の生育及び植生の特性を踏まえて調査地域における重要な種

及び群落に係る環境影響を予測し、及び評価するために必要な情報を
適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

地域を特徴づけ 造成等の施工(陸上 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
る生態系 埋立て) ⑴ 動植物その他の自然環境に係る概況 注目種等について、分布、生息

護岸等の施工(水面 ⑵ 複数の注目種等の生態、他の動植物との関係又は生息環境若しく 環境又は生育環境の改変の程度を
埋立て) は生育環境の状況 踏まえた事例の引用又は解析

最終処分場の存在 ２ 調査の基本的な手法 ２ 予測地域
(陸上埋立て) 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報 調査地域のうち、動植物その他

最終処分場の存在 の整理及び解析 の自然環境の特性及び注目種等の

(水面埋立て) ３ 調査地域 特性を踏まえて注目種等に係る環
対象事業実施区域及びその周辺の地域 境影響を受けるおそれがある地域

４ 調査地点 ３ 予測対象時期等
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調 動植物その他の自然環境の特性

査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するため 及び注目種等の特性を踏まえて注
に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点又は経路 目種等に係る環境影響を的確に把

５ 調査期間等 握できる時期
動植物その他の自然環境の特性及び注目種等の特性を踏まえて調

査地域における注目種等に係る環境影響を予測し、及び評価するため
に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯

主要な眺望点及 最終処分場の存在 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
び景観資源並び (陸上埋立て) ⑴ 主要な眺望点の状況 主要な眺望点及び景観資源につ

に主要な眺望景 最終処分場の存在 ⑵ 景観資源の状況 いて、分布の改変の程度を踏まえ
観 (水面埋立て) ⑶ 主要な眺望景観の状況 た事例の引用又は解析並びに主要

２ 調査の基本的な手法 な眺望景観について、完成予想図、
文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報 フォトモンタージュ法その他の視

の整理及び解析 覚的な表現方法
３ 調査地域 ２ 予測地域

対象事業実施区域及びその周辺の地域 調査地域のうち、景観の特性を
４ 調査地点 踏まえて主要な眺望点及び景観資

景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資 源並びに主要な眺望景観に係る環
源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するため 境影響を受けるおそれがある地域

に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地点 ３ 予測対象時期等
５ 調査期間等 景観の特性を踏まえて主要な眺

景観の特性を踏まえて調査地域における主要な眺望点及び景観資 望点及び景観資源並びに主要な眺

源並びに主要な眺望景観に係る環境影響を予測し、及び評価するため 望景観に係る環境影響を的確に把
に必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期間、時期及び時間帯 握できる時期

主要な人と自然 造成等の施工(陸上 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法
との触れ合いの 埋立て) ⑴ 人と自然との触れ合いの活動の場の状況 主要な人と自然との触れ合いの

活動の場 護岸等の施工(水面 ⑵ 主要な人と自然との触れ合いの活動の場の分布、利用の状況及び 活動の場について、分布又は利用
埋立て) 利用環境の状況 環境の改変の程度を踏まえた事例

最終処分場の存在 ２ 調査の基本的な手法 の引用又は解析
(陸上埋立て) 文献その他の資料及び現地調査による情報の収集並びに当該情報 ２ 予測地域

最終処分場の存在 の整理及び解析 調査地域のうち、人と自然との
(水面埋立て) ３ 調査地域 触れ合いの活動の場の特性を踏ま

対象事業実施区域及びその周辺の地域 えて主要な人と自然との触れ合い
４ 調査地点 の活動の場に係る環境影響を受け

人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域にお るおそれがある地域
ける主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測 ３ 予測対象時期等

し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる地 人と自然との触れ合いの活動の
点 場の特性を踏まえて主要な人と自

５ 調査期間等 然との触れ合いの活動の場に係る
人と自然との触れ合いの活動の場の特性を踏まえて調査地域にお 環境影響を的確に把握できる時期

ける主要な人と自然との触れ合いの活動の場に係る環境影響を予測
し、及び評価するために必要な情報を適切かつ効果的に把握できる期

間、時期及び時間帯
建設工事に伴う 造成等の施工(陸上 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法

副産物 埋立て) ⑴ 地形の状況 建設工事に伴う副産物の種類ご
護岸等の施工(水面 ⑵ 土地利用の状況 との発生及び処分の状況の把握

埋立て) ⑶ 廃棄物については、その種類ごとの再資源化施設、中間処理施設 ２ 予測地域

及び最終処分場における処分の状況 対象事業実施区域及び前号にお
⑷ 切土又は盛土に伴う土砂の保管状況 ける把握を適切に行うために必要

２ 調査地域 な地域
対象事業実施区域並びに前号⑶及び(4)の情報を適切に把握するた ３ 予測対象時期等

めに必要な地域
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環境要素の区分 影響要因の区分 調査の手法 予測の手法
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工事期間
メタン 廃棄物の存在・分 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法

解 対象事業に係る最終処分場において処分する廃棄物の組成 事例の引用又は解析
２ 予測地域

対象事業実施区域
３ 予測対象時期等

事業活動が定常状態になる時期
二酸化炭素 建設機械の稼働（陸 １ 調査すべき情報 １ 予測の基本的な手法

上埋立て） 建設機械、作業船及び車両等のエネルギー消費効率 建設機械、作業船及び車両等の
建設機械及び作業 稼働に伴い発生する二酸化炭素の排

船の稼働（水面埋 出に関する計算
立て） ２ 予測地域

資材、機械及び建 対象事業実施区域及び前号にお
設工事に伴う副産 ける計算を適切に行うために必要な

物の運搬に用いる 地域
車両の運行 ３ 予測対象時期等

埋立て・覆土用機 工事期間及び事業活動が定常状
械の稼働（陸上埋 態になる時期

立て）
埋立て・覆土用機

械の稼働（水面埋
立て）

廃棄物及び覆土材

の運搬に用いる車
両の運行

廃棄物及び覆土材
の運搬に用いる船

舶の運航（水面埋
立て）

備考
１ この表において「存在及び供用」とは、それぞれ最終処分場の存在並びに廃棄物の埋立ての用に供すること及び最終処分場の維持管理に関する

ことをいう。
２ この表において「粉じん等」とは、粉じん、ばいじん及び自動車の運行又は機械の稼働に伴い発生する粒子状物質をいう。

３ この表において「有害物質等」とは、人の健康の保護に関する観点から環境基準が定められている物質をいう。
４ この表において「重要な地形及び地質」、「重要な種」及び「重要な種及び群落」とは、それぞれ学術上又は希少性の観点から重要なものをい

う。
５ この表において「注目すべき生息地」とは、学術上若しくは希少性の観点から重要な生息地又は地域の象徴であることその他の理由により注目

すべき生息地をいう。
６ この表において「注目種等」とは、地域を特徴づける生態系に関し、上位性(生態系の上位に位置する性質をいう。)、典型性(地域の生態系の特

徴を典型的に現す性質をいう。)又は特殊性(特殊な環境であることを示す指標となる性質をいう。)の視点から注目される動植物の種又は生物群
集をいう。

７ この表において「主要な眺望点」とは、不特定かつ多数の者が利用している景観資源を眺望するための場所をいう。
８ この表において「主要な眺望景観」とは、主要な眺望点から景観資源を眺望する場合の眺望される景観をいう。

９ この表において「主要な人と自然との触れ合いの活動の場」とは、不特定かつ多数の者が利用している人と自然との触れ合いの活動の場をい
う。


